
令和７年度弘前市農道除雪報奨金交付要綱 
 
 

（趣旨） 
第１条 市は、積雪期において、りんご樹等の雪害対策及び剪定作業等の実施環境を整備 

し、もって、市の基幹産業であるりんご生産等の体制維持・発展を図るため、農道等の
除雪作業（その必要性を市長が認めたものに限る。） を自主的に行うものに対し、令和
７年度予算の範囲内において弘前市農道除雪報奨金（以下「報奨金」という。） を交付
するものとし、その交付に関しては、この要綱の定めるところによる。 
（交付対象者等） 

第２条 報奨金の交付対象者等については、別表に定めるとおりとする。 
（交付申請等） 

第３条 報奨金の交付を受けようとするもの（以下「申請者」という。） は、除雪作業を 
行う前に、令和７年度弘前市農道除雪報奨金交付申請書（様式第１号）に、次の各号に
掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。 
(1) 農道除雪実施区間調書（様式第２号） 
(2) 位置図 

２ 申請者は、除雪作業を行った後、令和７年度弘前市農道除雪報奨金作業完了届（様式 
第３号）に、次の各号に掲げる書類を添えて令和８年４月２４日までに市長に提出しな
ければならない。 
(1) 農道除雪作業報告書 
(2) 交付対象区間ごとの起点、中間点、終点における作業前及び作業後の状況写真 
(3) 令和７年度弘前市農道除雪報奨金請求書（様式第４号） 

３ 市長は、前項の規定による書類の提出を受けた場合において、その内容を審査し、適 
当と認めたときは、報奨金の交付の決定をし、申請者に対して同項の規定による書類の
提出があった日から起算して３０日以内に口座振込により報奨金を交付するものとす
る。 

４ 前項の規定による報奨金の交付をもって、決定の通知をしたものとみなす。 
第４条 市長は、報奨金の交付決定を受けたものが次の各号のいずれかに該当すると認め
たときは、当該報奨金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。 

(1) この要綱又は関係法令に違反したとき。 
(2) 提出書類の記載事項に虚偽又は不正があったとき。 

  



 
（事故の対応） 

第５条 除雪作業により事故が発生した場合は、直ちに市長に報告しなければならない。 
２ 除雪作業を行うにあたって、申請者の故意又は過失により市に損害を与えた場合は、 

申請者はその損害に対し賠償する責任を負わなければならない。 
（その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、報奨金の交付に関し必要な事項は、別に定める。 
附 則 

 この要綱は、告示の日から施行し、令和７年度の除雪作業について適用する。 



 
別表（第２条関係） 
 

交付対象者 農業者、農業法人、農業協同組合又は２名以上の農業者で組織
する団体 

交付対象区間 

主として農業用に利用されている市内の道路における、次の各
号に掲げる要件を全て満たす区間をいう。 
 (1) 距離（複数の区間の除雪作業を行う場合は、それぞれの区 

間の距離を合算した距離）が１００メートル以上であること。 
 (2) 沿線に存する園地の所有者が２者以上であること。ただ 

し、共有の園地にあっては、共有者全員を一の所有者とみな
す。 

交付額 １３，０００円に除雪作業実施距離（キロメートルを単位と
し、小数第二位以下を切り捨てる。）を乗じて得た額 

交付上限 除雪作業６回分 

 
備考 
１ 交付対象区間については、他の申請者が除雪作業を実施しようとしている区間を除く 

ものとする。 
２ 除雪作業の回数については、当該除雪作業に要した日数にかかわらず、当該除雪作業 

の実施箇所が重複しない限り、１回とする。 










